
　「改正確定拠出年金法」成立！

　加入対象者が大幅に拡大

◆来年 1月から施行へ

確定拠出年金法等の改正案が 5月 24日に成立しました。

これにより、来年 1月から専業主婦を含めたすべての現役世

代が実質的に加入できることとなり、新たに加入対象となる

公務員や主婦らの取込みに向け、金融機関等の動きも活発化

しています。

◆「個人型」の対象が大幅拡大

確定拠出年金には、会社単位で入る「企業型」と個人で入る

「個人型」があります。

今回の改正により加入対象が広がるのは「個人型」です。こ

れまでは自営業者や企業年金がない会社の社員らが対象でし

たが、主婦や公務員が加わるほか、すでに企業年金に入って

いる会社員も併用して使えるようになります。

これにより、これまで約 4,000 万人に限られていた加入対象

者は約 6,700 万人に拡大し、低所得で国民年金の保険料が免

除される人たちを除いてすべての成人が加入できるようにな

ります。

◆税制上のメリット

確定拠出年金では運用益が非課税となるほか、掛け金の全額

が課税対象の所得から差し引かれるため、そのぶん所得税や

住民税も安くなります。

今回の改正により、主婦と公務員だけでも最大 400 万人が

個人型に入るとみられ、実際の加入者も現在の約 500 万人

から約 2倍に膨らむと言われています。

◆企業型の加入者に最大の恩恵

また、掛け金は多いほど有利になるので、今回の改正で最も

メリットが大きいのは「すでに企業型を利用している人」と

言われています。

所得税を納めていない主婦等の恩恵は運用益が非課税になる

だけですが、企業型の加入者は個人型を上乗せして掛け金を

ダウンロードデータ等を活用することで、法人番号だけ入力

すれば「法人番号公表サイト」で公表している「法人名」「本

店所在地」の情報を自動的に補完入力する機能を追加するこ

とができます。これにより、誤入力等による問題が解消でき

るほか、入力作業の効率化にもなります。

（２）売掛金管理等、会計業務の効率化・自動化

法人番号付きで売掛金（売上台帳）の管理を行うと、法人番

号をキーに取引先ごとの集計が容易になります。また、支店・

出張所との取引であっても、本店と同一の法人番号であるこ

とから、取引先ごとの集計を確実に行うことができます。

◆国際的に利用可能な企業コードとしての法人番号

（１）電子商取引での活用例

各企業が、発番機関コードに法人番号を付加したものを共通

の企業コードとして活用することで、各企業システム間の

コード変換作業が不要となり、全体のコスト削減を実現する

ことができます。

（２）電子タグの活用例

電子タグについては、出荷品や在庫などに、「カード型」「ラ

ベル型」「ボタン型」「スティック型」など、様々な形状の電

子タグを取り付けて無線で読み取ることで、在庫や場所を把

握する技術が普及してきています。この電子タグに統一され

た企業コードを記録することで、物流の効率化や、電子タグ

の普及にもつながることが期待されています。

平成 2 8 年 7 月号

増やせば、一段の節税効果も期待できるからです。

◆「自助努力」「リスク把握」も必要

一方、確定拠出年金は公的年金とは違い、加入の判断や運用

する掛け金の額、運用商品を個人が判断し、運用次第で将来

の年金額が変わります。運用成績が悪ければ受け取れる年金

が掛け金の総額を下回るリスクもあり、加入者自身が知識を

もって自助努力を行う必要があります。

また、運用資金に余裕がある人と運用資金を準備できない低

所得者との年金格差が広がる可能性も指摘されており、今後

の課題と言えます。

　企業にとってのメリットは？

　「法人番号」の利活用

◆13桁の番号

株式会社や社団法人、協同組合等、設立の登記を行った法人

や国の機関・地方公共団体などに、13桁の法人番号が指定

される「法人番号制度」が平成 28年 1月よりスタートして

います。

個人番号とは異なり、誰でも利用することが可能な法人番号

について、先般、国税庁より番号の調べ方や売掛金管理での

活用方法等を紹介するリーフレットが公表されました。

◆法人番号公表サイトとは？

「国税庁法人番号公表サイト」

（http://www.houjin-bangou.nta.go.jp）では、「法人番号」「商

号または名称」「所在地」などから、法人等の基本３情報（商

号または名称・所在地・法人番号）を検索することができます。

◆法人番号の活用方法

（１）取引先情報等の入力補助による効率化
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　　今月の税務と労務の手続

10日

　○　健保・厚年の月額算定基礎届の提出期限［年金事務所

　　　または健保組合］＜７月１日現在＞

　○　源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

　　　［郵便局または銀行］

　○　特例による源泉徴収税額の納付＜１月～６月分＞

　　　［郵便局または銀行］

　○　雇用保険被保険者資格取得届の提出［公共職業安定所］

　　　＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞

　○　労働保険一括有期事業開始届の提出［労働基準監督署］

　　　＜前月以降に一括有期事業を開始している場合＞

　○　労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分の確

　　　定保険料の申告書の提出期限＜年度更新＞

　　　［労働基準監督署］

　○　労働保険料の納付＜延納第１期分＞

　　　［郵便局または銀行］

15日

　○　所得税予定納税額の減額承認申請

　　　＜６月 30日の現況＞の提出［税務署］

　○　障害者・高齢者雇用状況報告書の提出

　　　［公共職業安定所］

31日

　○　所得税予定納税額の納付＜第１期分＞

　　　［郵便局または銀行］

　○　労働者死傷病報告の提出［労働基準監督署］

　　　＜休業４日未満、４月～６月分＞

　○　健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

　○　日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事務所］

　○　労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の

　　　提出［公共職業安定所］

　○　外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場

　　　合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］
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